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（1）
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て

五
十
周
年
記
念
事
業
の
準
備
の
た

め
、
更
生
保
護
法
人
日
本
更
生
保
護
協

会
、
社
団
法
人
全
国
保
護
司
連
盟
、
全

国
更
生
保
護
法
人
連
盟
、
全
国
更
生
保

護
婦
人
連
盟
、
日
本
Ｂ
Ｂ
Ｓ
連
盟
及
び

法
務
省
保
護
局
の
代
表
者
に
よ
り
、
平

成
九
年
三
月
か
ら
五
十
周
年
記
念
事
業

準
備
委
員
会（
以
下
、「
準
備
委
員
会
」）を

設
置
し
各
種
検
討
を
進
め
、
平
成
十
年

三
月
、
記
念
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て

の
統
一
し
た
目
的
、概
念
と
し
て
の
コ
ン

セ
プ
ト
を
次
の
よ
う
に
定
め
ま
し
た
。

●
コ
ン
セ
プ
ト

「
地
域
社
会
と
共
に
歩
む
更
生
保
護

〜
大
き
く
広
が
る
更
生
保
護
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
〜
」

●
趣
　
旨

犯
罪
や
非
行
は
社
会
の
中
で
生
ま

れ
、
犯
罪
者
の
更
生
も
ま
た
社
会
の
中

で
実
現
さ
れ
ま
す
。更
生
保
護
制
度
は
、

社
会
の
中
で
犯
罪
者
や
非
行
少
年
の
立

ち
直
り
を
助
け
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い

明
る
い
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
、
官
民
協
働
の
下
、
保
護
観
察
や

犯
罪
予
防
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
制
度
は
地
域
社
会
の
理
解
と
協
力

に
よ
り
成
り
立
つ
も
の
で
す
。

そ
こ
で
、
五
十
周
年
記
念
事
業
を
通

じ
て
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
地
域
社
会

の
中
で
地
道
に
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と

立
ち
直
り
の
た
め
に
活
動
し
、
貢
献
し

て
き
た
更
生
保
護
の
重
要
性
及
び
実
績

を
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
と
も
に
、
今

後
も
更
生
保
護
が
地
域
社
会
と
と
も
に

施策
の
紹介

更
生
保
護
制
度
施
行
五
十
周
年
記
念
事
業

今
年
は
、
更
生
保
護
制
度
施
行
五
十
周
年
を
記
念
し
て
、

「
地
域
社
会
と
共
に
歩
む
更
生
保
護
〜
大
き
く
広
が
る
更
生
保
護
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〜
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、

各
種
の
事
業
が
展
開
さ
れ
る
予
定
で
す
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
紹
介
し
、

次
に
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
な
ど
の
制
作
に
つ
い
て
触
れ
、

最
後
に
記
念
事
業
全
般
に
つ
い
て
概
観
し
ま
す
。
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歩
む
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
更
生

保
護
の
一
層
の
実
効
あ
る
推
進
を
図
る

た
め
、
更
生
保
護
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

大
き
く
地
域
社
会
の
中
に
広
げ
て
い
く

方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。

●
解
　
説

社
会
内
処
遇
は
、
地
域
社
会
の
理
解

と
協
力
な
し
に
は
行
い
得
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
地
域
社
会
が
犯
罪
者
や
非

行
少
年
を
白
眼
視
し
、
差
別
し
、
排
除

す
る
よ
う
で
は
、
彼
ら
は
立
ち
直
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
地
域
社
会
の

人
々
が
彼
ら
を
温
か
く
見
守
り
、
必
要

な
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
社
会
、
そ

れ
が
更
生
保
護
制
度
が
成
り
立
つ
社
会

で
す
。
一
方
、
更
生
保
護
の
も
う
一
つ

の
柱
は
犯
罪
予
防
活
動
で
、
こ
の
犯
罪

予
防
活
動
も
地
域
を
対
象
と
し
て
行
わ

れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
更
生
保
護
制

度
は
地
域
社
会
を
基
盤
と
し
た
制
度
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
地
域
社
会
及
び
家
族
は
、
近

年
、
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
過
疎

化
・
都
市
化
な
ど
に
よ
り
地
域
社
会
が

有
し
て
い
た
住
民
同
士
の
心
と
心
の
ふ

れ
あ
い
・
つ
な
が
り
や
、「
わ
が
街
」

に
対
す
る
愛
着
心
が
次
第
に
希
薄
化

し
、
家
族
も
、
少
子
化
、
核
家
族
化
傾

向
が
顕
著
と
な
り
、
家
庭
の
有
す
る
諸

機
能
の
低
下
傾
向
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
孤
立
化
、
無
関
心
と
い
う

社
会
風
潮
の
中
に
あ
っ
て
、
進
ん
で
犯

罪
者
や
非
行
少
年
の
援
助
に
、
あ
る
い

は
地
域
社
会
の
絆
き
ず
な
の
強
化
や
活
性
化
に

努
め
る
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在
は

極
め
て
貴
重
な
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら

の
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
他
者
の
た

め
に
働
き
、
他
者
と
と
も
に
生
き
、
住

み
良
い
地
域
社
会
を
建
設
す
る
こ
と
の

重
要
性
が
増
す
も
の
で
あ
っ
て
、
二
十

一
世
紀
を
ま
も
な
く
迎
え
る
い
ま
、
地

域
社
会
と
と
も
に
歩
む
更
生
保
護
を
重

要
な
社
会
制
度
と
し
て
一
層
定
着
さ

せ
、
更
に
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
、
更
生
保
護
制
度
施
行
五
十

周
年
を
記
念
し
、
各
種
の
記
念
事
業
を

全
国
的
に
展
開
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

①
犯
罪
や
非
行
は
、
家
庭
、
学
校
、
地

域
社
会
が
有
す
る
教
育
機
能
や
規
範

が
低
減
し
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る

要
因
に
よ
っ
て
発
生
し
て
い
る
も
の

が
多
い
こ
と

②
犯
罪
や
非
行
に
陥
っ
た
人
も
、
い
ず

れ
は
地
域
社
会
に
帰
っ
て
く
る
の
で

あ
り
、
住
民
一
人
一
人
が
彼
ら
の
更

生
に
対
し
て
理
解
と
協
力
を
す
る
こ

と
を
含
め
て
、
更
生
保
護
に
関
す
る

諸
活
動
を
有
効
に
展
開
し
な
け
れ

ば
、
地
域
社
会
か
ら
犯
罪
や
非
行
を

少
な
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

③
地
域
社
会
内
に
は
、
保
護
司
を
は
じ

め
と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
犯
罪
・

非
行
の
防
止
と
立
ち
直
り
の
推
進
の

た
め
に
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る

い
地
域
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、

様
々
な
地
域
活
動
を
日
夜
献
身
的
に

行
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
地
域
社
会
と
と

も
に
歩
む
更
生
保
護
に
対
す
る
一
層
の

理
解
と
協
力
の
促
進
を
目
指
し
た
い
と

考
え
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
更
生
保
護
制
度
の
将
来

を
展
望
し
た
と
き
に
、
官
民
協
働
体
制

を
基
本
的
に
維
持
し
つ
つ
も
、
今
後
は

官
側
の
組
織
や
活
動
の
在
り
方
を
検
討

し
、
更
に
力
を
つ
け
て
い
く
こ
と
を
目

指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

す
な
わ
ち
、
地
域
と
よ
り
強
く
か
か
わ

っ
て
い
く
と
い
う
観
点
と
同
時
に
、
専

門
組
織
と
し
て
の
更
生
保
護
の
見
直

し
、
強
化
を
も
志
向
し
、
更
に
更
生
保

護
の
力
を
高
め
、
更
生
保
護
に
携
わ
る

者
の
横
の
つ
な
が
り
を
強
固
な
も
の
と

し
、
そ
し
て
地
域
社
会
の
中
へ
入
っ
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
、「
大
き
く
広
が
る
更
生
保

護
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
サ
ブ
コ
ン
セ

プ
ト
と
し
ま
し
た
。

こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
い
て
、
（３）

で
概
観
す
る
と
お
り
、
各
種
の
記
念

事
業
が
全
国
的
に
展
開
さ
れ
る
予
定

で
す
。

（２）
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
な
ど
の

制
作
に
つ
い
て

前
記
コ
ン
セ
プ
ト
の
策
定
と
と
も

に
、
準
備
委
員
会
で
は
五
十
周
年
を
更

生
保
護
に
つ
い
て
幅
広
く
広
報
す
る
大

切
な
機
会
と
し
て
と
ら
え
、
イ
メ
ー
ジ



─34─



特集
更生保護制度施行50周年

─35─

と
し
て
人
々
の
心
に
訴
え
る
た
め
に
、

年
間
を
通
じ
て
使
用
す
る
た
め
の
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
や
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
制

作
に
つ
い
て
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

そ
の
制
作
意
図
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
制
作
意
図

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
、「
人
は
み
な
、

生
か
さ
れ
て
生
き
て
ゆ
く
」
で
あ
り
、

「
更
生
保
護
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
五
十
周
年
」

が
添
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
は
、
甲
骨
文
、
金
文
の
「
生
」

を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
も
の
で
、
樹
木
の

芽
が
伸
び
て
い
く
よ
う
に
、
い
ま
を
そ

し
て
未
来
を
生
き
て
い
く
様
を
表
現
し

た
も
の
で
す
。

制
作
に
当
た
っ
て
は
、
更
生
保
護
の

精
神
を
最
も
的
確
に
表
す
言
葉
は
何

か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
そ
し

て
最
後
に
た
ど
り
着
い
た
言
葉
が
「
更

生
保
護
」
の
中
の
一
文
字
で
も
あ
る

「
生
」
で
し
た
。

こ
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
・
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
は
今
年
一
月
か
ら
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
後
、
ポ
ス
タ
ー
を
は
じ
め

各
種
印
刷
物
が
製
作
さ
れ
、
行
事
な
ど

様
々
な
場
面
で
活
用
さ
れ
る
予
定
で
、

年
間
を
通
し
て
全
国
各
地
で
目
に
ふ
れ

る
こ
と
と
な
る
で
し
ょ
う
。

（３）
記
念
事
業
に
つ
い
て

犯
罪
者
予
防
更
生
法
が
施
行
さ
れ
た

昭
和
二
十
四
年
七
月
一
日
を
記
念
し

て
、
同
日
は
「
更
生
保
護
の
日
」
と
も
呼

ば
れ
ま
す
が
、
今
年
は
七
月
一
日
（木）
〜

三
日
（土）
の
三
日
間
、
江
戸
東
京
博
物
館

（
東
京
都
）
に
お
い
て
、「
心
を
つ
な
ぐ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が

開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。
こ
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
は
、
地
域
社
会
で
子
ど
も
た
ち
と

心
で
ふ
れ
あ
っ
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

や
専
門
家
な
ど
が
集
い
、
交
流
す
る
イ

ベ
ン
ト
で
あ
り
、
東
京
都
や
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
団
体
と
と
も
に
企
画
し
て
い
る
、

い
わ
ば
、
記
念
事
業
の
コ
ン
セ
プ
ト
を

具
現
化
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
ベ
ン
ト

で
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
交
流
フ
ォ
ー

ラ
ム
初
日
に
は
、
七
月
一
日
に
発
行
予

定
の
記
念
切
手
の
初
刷
り
贈
呈
式
も
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
六
月
に
は
、
記
念
「
全
国
更

生
保
護
婦
人
の
集
い
」（
六
月
九
日

於：

東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
）と
、「

愛

を
み
ん
な
で

チ
ャ
リ
テ
ィ
コ
ン
サ
ー

トin

東
京
」（
六
月
十
六
日
（水）

於：

Ｎ

Ｈ
Ｋ
ホ
ー
ル
）
が
そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ

ま
す
。

「
集
い
」
は
、
全
国
二
十
万
人
を
超
え

る
会
員
か
ら
な
る
全
国
更
生
保
護
婦
人

連
盟
の
各
地
区
代
表
者
約
一
千
三
百
人

が
集
ま
る
初
め
て
の
行
事
で
あ
り
、
ま

た
「
チ
ャ
リ
テ
ィ
コ
ン
サ
ー
ト
」
は
、

更
生
保
護
事
業
を
支
援
す
る
た
め
に
、

各
界
の
方
々
の
協
力
に
よ
り
実
施
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
手
づ
く
り
の
イ
ベ
ン

ト
で
す
。

そ
し
て
、
十
月
十
三
日
（水）
、
日
本
武

道
館
で
は
、「
記
念
全
国
大
会
」
が
保

護
司
を
は
じ
め
と
す
る
更
生
保
護
関
係

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
約
一
万
人
の
参
加
を
得

て
開
催
さ
れ
、
引
き
続
き
各
都
道
府
県

な
ど
各
地
で
大
会
が
開
催
さ
れ
る
予
定

で
す
。

こ
の
ほ
か
出
版
物
と
し
て
、
更
生
保

護
五
十
年
史
や
記
念
論
文
集
の
刊
行
を

は
じ
め
、
保
護
司
の
手
記
（「
出
会
い

と
旅
立
ち
」）
と
更
生
保
護
施
設
職
員

の
手
記
（「
夜
も
昼
も
」）
の
発
刊
、
更

に
は
保
護
司
な
ど
更
生
保
護
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
に
よ
る
俳
句
集
（「
更
生
保
護
こ
こ

ろ
の
俳
句
集
」）
及
び
短
歌
集
（「
更
生

保
護
こ
こ
ろ
の
短
歌
集
」）
の
発
行
も
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
中
央
で
予
定
さ
れ
て
い

る
記
念
事
業
の
一
部
で
す
が
、
全
国
各

地
で
各
種
の
記
念
事
業
が
展
開
さ
れ
る

予
定
で
す
。

（４）
終
わ
り
に

こ
れ
ら
一
連
の
記
念
事
業
の
準
備

は
、
文
字
ど
お
り
官
民
一
体
と
な
っ
て

進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
三
月

に
は
、
準
備
委
員
会
が
発
展
的
に
解
消

さ
れ
、
東
京
都
も
参
画
し
た
「
更
生
保

護
制
度
施
行
五
十
周
年
記
念
事
業
実
行

委
員
会
」（
実
行
委
員
長：

平
岩
外
四
・

更
生
保
護
法
人
日
本
更
生
保
護
協
会
理
事

長
）
が
組
織
さ
れ
、
い
よ
い
よ
各
種
記

念
事
業
の
本
番
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。

（
法
務
省
）

（水）″
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